
【改正法附則関係I

｢附則第2条第4項について」

（法務大臣の事前準備）

4第四条の規定による改正後の検察庁法（以下「新検察庁法」 という。）の規定による検

察官の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、法務大

臣は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内

閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、法務大臣の行う準備に関し必要な連絡、調整そ

の他の措置を講ずるものとする。

1 ．附則第2条第1項について

附則第2条第1項は、 「第1条の規定による改正後の国家公務員法（中略）の規定によ

る職員（中略）の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するた

め、任命権者（中略）は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものと

し、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要

な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする｡」 と定める。

この規定は、一般職の国家公務員における管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任

用短時間勤務制の導入に伴うものであるところ、

①任命権者においては、 60歳超の職員の能力及び経験の活用に向けたポストの整理、

管理監督職勤務上限年齢に達した職員及び定年前再任用短時間勤務を希望する職員の

配置方針の決定

②人事院においては、管理監督職勤務上限年齢制や定年前再任用短時間勤務制を実施

していくための細目的な規定の整備等を含めて制度の体系を完成させること、制度の

周知徹底及び適正な運用を確保するための指導。調整各任命権者が再任用制度に対

応した人事管理計画を策定するに当たっての指導。助言、情報提供・意思把握を行う

ための規定の整備

③内閣総理大臣においては、各任命権者に対する取組促進の働きかけ、各任命権者に

おける運用方針。計画等の調整

といった準備を行う必要があると考えられることから定められるものである。

2検察官についても同様の規定を設ける理由

検察官については、前記のとおり、他の一般職の国家公務員において導入される定年

前再任用短時間勤務制や管理監督職勤務上限年齢制は導入しないものの、改正検察庁法

において、管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みを導入するとともに、情

報提供。意思確認の制度を導入することとしている。

この点、検察官については、定年前再任用短時間勤務制を導入しないものの、定年を

引き上げ、管理監督職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みを導入することから、そ

の範囲においては他の一般職の国家公務員における任命権者と同様の準備が必要である

と考えられる上、情報提供・意思確認規定については、改正検察庁法附則第4条におい

て、法務大臣が定めることとしている。
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したがって、検察官についても同様の規定を設けることとする。

また、検察官についても、一般職の国家公務員である以上、人事院及び内閣総理大臣

の権限に応じてなされる連絡・調整は必要と考えられる。

S.準備の実施主体を法務大臣とする理由

準備の実施主体について、他の一般職の国家公務員では任命権者とされているが、検

察官については、以下の理由から法務大臣とする。

すなわち、検察官については、検事総長、次長検事及び検事長の任命権者は内閣、それ

以外の検察官については法務大臣とされる。一方、その補職については、法務大臣が行う

こととされている（検察庁法第16条）ところ、今回準備として行うこととされている事

項( 1①参照｡）は、任命行為に関するものではなく、補職行為に関するものであること

から、任命権者ではなく、補職権者を準備の主体とすることが相当である。

また、検察官の任命及び補職について委任は行われていないから、他の一般職の国家

公務員のように、委任に言及する必要はない。

したがって、準備の実施主体を法務大臣とする。

（参照条文）

○検察庁法（昭和22年法律第61号）

第十五条検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを

認証する。

②検事は、一級又は二級とし、副検事は、二級とする。

第十六条検事長、検事及び副検事の職は、法務大臣が、 これを補する。

②副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。
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｢附則第2条第5項について」

（法務大臣による意思確認）

5 法務大臣は、施行日の前日までの間に、施行日から令和五年三月三十一日までの間に

年齢六十三年に達する検察官（検事総長を除く。）に対し、新検察庁法附則第四条の規定

の例により、同条に規定する給与に関する特例措置及び退職手当に関する特例措置その

他の当該検察官が年齢六十三年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に

関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後

における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

1 ．規定の趣旨

一般職の国家公務員については、施行日である令和4年4月1日から令和5年3月3

1日までの間に現行定年に達する職員に対しても、情報の提供及び意思の確認を行うよ

う努めるものとするため、附則第2条第2項において、経過規定が設けられた。

これに倣い、検察官についても、情報の提供及び意思の確認に関する経過規定を設け

る。

2．実施主体について

施行後の情報の提供及び意思の確認については、その主体を法務大臣としており （改

正検察庁法附則第4条)、 これと同様に法務大臣を主体とする。
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「附則第3条について」

(国家公務員法の一部改正に伴う経過措置）

第3条 （略）

7 検事総長、次長検事又は検事長に対する前項の規定の適用については、同項中「新国

家公務員法第八十一条の七第一項各号」とあるのは「新検察庁法第二十二条第二項の

規定により読み替えて適用する新国家公務員法第八十一条の七第一項第一号」と、

「人事院の承認を得て」とあるのは「内閣の定めるところにより」と、 「に係る旧国

家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日」とあるのは「が第四条の規

定による改正前の検察庁法第二十二条に規定する定年に達した日」とするほか、 この

項の規定により読み替えて適用する前項の規定による勤務に関し必要な事項は、内閣

が定める。

8検事又は副検事に対する第六項の規定の適用については、同項中「新国家公務員法第

八十一条の七第一項各号」とあるのは「新検察庁法第二十二条第三項の規定により読

み替えて適用する新国家公務員法第八十一条の七第一項第一号」と、 「人事院の承認

を得て」とあるのは「法務大臣が定める準則で定めるところにより」と、 「に係る旧

国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日」とあるのは「が第四条の

規定による改正前の検察庁法第二十二条に規定する定年に達した日」とするほか、 こ

の項の規定により読み替えて適用する第六項の規定による勤務に関し必要な事項は、

法務大臣が定める準則で定める。

11 新検察庁法第九条第二項（同法第十条第二項において準用する場合を含む。 ）及び第

二十二条第四項の規定は、施行日において第五項の規定により引き続き勤務している

検事のうち検事正若しくは上席検察官の職にある職員又は同項の規定により引き続き

次長検事若しくは検事長として勤務している職員には適用しない。

1 ．規定の趣旨

附則第3条は国家公務員法の‐部改正に伴う経過措置を定めるもり)である‘

第6項は、施行前に旧国家公務員法第8 1条の3の規定に上I）勤務延長され、その延

長の期限が施行日後に到来する職員について、公務の運営に著しい支障が生上ないよう、

同期限まで勤務させる二とができることとする規定であり、 ｜司条は検察官にも適用があ

ることから、読み替えを行う

第l 1項は、勤務延長さオ(た職員に･>いては、施行日以後も引き続き管理監督職を占

めたままでなけｵlば公務ﾘ)運営に著I_い支障が生じることから、管理監督職勤務上限年

齢制による降任等ﾘ)規定（新国家公務員法第8 1条(J)2第1項）を適用Lない旨規定す

る第1 （)項は、管理監督幟上限年齢制を導入lない検察官には適用さｵlないもり)(7)、そ

の趣旨は管理監督職上限年齢制0)趣旨を踏まえた制度を導入する検察官にも妥当する

ことから、 ｜司項同様ﾘ)規定として設けるもり)である
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2．規定の内容

( 1 )第6項について

第6項においては、任命権者による窓意的な勤務延長の運用を防止する観点から、期

限の延長につき人事院の承認を得る二とさｵ'ているが、改正検察庁法第22条第2項又

は第3条によし）読み替えた改正国家公務員法第81条の7第1項においては、期限の延

長について

①任命権者が内閣である検事総長、次長検事及び検事長については、あらかじめ内

閣の定めるところにより （改正検察庁法第22条第2項）

②任命権者が法務大臣である検事又は畠ll検事については、法務大臣の定める準則で

定めるところによしノ （同条第3項）

窓意的運用を防ぐ．仕組みとしていることから、施行前に勤務延長さオ'た者についての施

行後の勤務延長の期限についても同様とすることとした

勤務延長の期限の延長(/)起算日については、検察庁法上、検察官が定年退職するの

は定年に達する日とさオ'ていることから （改正前の検察庁法第22条） 、起算日は

「定年に達した日」 と読み替える

また、改正附則第1 2項は、第6項の規定による勤務に関し必要な事項は人事院規則

で定める旨を規定しているが、前記のとおし) 、検察官については、任命権者が定めると

ころにより勤務延長の期限の延長を行うものであるから、その勤務に関して必要な事項

についても任命権者が定めることが適当であると考え、検事総長、次長検事又は検事長

については「内閣が定める 」 と、検事又は副検事については「法務大臣が定める準則

で定めると二ろによし)定める 」 と規定することとした〆

（2）第］ 1項について

第1 （)は、施行日において第5項ひ)規定により勤務している職員について、第8 1条

0)2第1項(/)規定の適用を除外するものである。 ﾆｵlは、施行日において第5項の規定

によし)勤務している職員が管理監督職を占めるもり)である場合、何らかの措置を講じな

ければ、施行日に管理監督職以外の官職に降任等を行う義務を免れず、勤務延長の意味

が失われる結果となるのを防ぐも〔ﾉ)であし) 、管理監督職上限年齢制（新国家公務員法第

8 1条の2第］項） リ)趣旨を踏まえた制度を導入する検察官にも妥当することから、同

様0)規定を第l 1項として別途設けることとした
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｢附則第19条について」

(国家公務員の育児休業等に関する法律附則第3条の新設）

（国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正）

第十九条国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を次のように改正する。

（中略）

附則を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日）」を付し、附貝llに次の三条

を加える。

（中略）

（検察官の俸給等に関する法律附則第五条第一項の規定が適用される育児短時間勤務

職員等に関する読替え）

第三条育児短時間勤務職員に対する検察官の俸給等に関する法律（昭和二十三年法律

第七十六号）附 同項中「） とする」 とあるの則第五条第一項の規定の適用については、

｢）に、国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百九号）号）は 第十七条､

の規定により 読み替えられた 員の勤務時間、一般職の職 休暇等Iこ関する法律 (平成六

｛

年法律第三十三号） 第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間

を同項本文に規定;-る勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」 とする ○

第二十二条の規 こよる勤務をし ､る職員が検察官の俸給等に関する法律附貝
ー?

|｣第I2 てし疋

五条第－項の規定の適用を受ける場合 こおける第二 二条の規定の適用I十I ついては
テ

ー
、

同条中「前条まで」 とあるのは、 「前条まで及び附則第三条第一項」 とする。

1 ．規定の趣旨

本条は、育児短時間勤務職員に給与7割措置（改正一般職給与法附則第8項）が適用

される場合の給与の計算方法に関［て附則第19条により新設される育児休業法附則第

2条に倣い、育児短時間勤務の承認を得た検察官等に対して、現行定年後の俸給の減額

を定めた改正検察官俸給法附則第5条第1項が適用される場合の俸給の計算方法に関す

る規定を設けるものである。

2． 国家公務員の育児休業等に関する法律附則第3条第1項及び第2項について

育児休業法の適用を受ける 「職員」は、原則として国家公務員法第2条に規定する一

般職に属する国家公務員とされ（育児休業法第2条第1項、第3条第1項)、同法は検

察官にも適用される。

他の一般職の国家公務員については、現行定年に達した育児短時間勤務職員の給与の

計算方法に関し、育児休業法附則第2条において定められ、 また、育児短時間勤務の承

認が失効した場合については同条第2項において定められることとされた。

検察官については、他の一般職の国家公務員と同様、育児短時間勤務の検察官等が現

行定年に達した場合には、現行定年後の俸給月額の減額を定めた改正検察官俸給法附則

第5条第1項が適用される場面が生じることから、その場合の俸給月額の計算方法に関

する規定を設ける必要がある。
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そこで、他の一般職の国家公務員について規定する改正育児休業法附貝|｣第2条に倣

い、同法附貝|｣第3条を新設する。

（参照条文）

○国家公務員法（昭和22年法律第120号）

第二条国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ･

②一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
③～⑦ （略）

○国家公務員の育児休業等に関する法律（平成3年法律第109号）

（定義）

第二条この法律において「職員」 とは、第二十七条を除き、国家公務員法（昭和二十二年法律第

百二十号）第二条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。

②．③ （略）

（育児休業の承認）

第三条職員（第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その

他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。 ）は、任命権者

の承認を受けて、当該職員の子（民法（明治二十九年法律第八十九号）第八百十七条の二第一項

の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁

判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。 ）であっ

て、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第

一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されて

いる児童その他これらに準ずる者として人事院規則で定める者を含む。以下同じ。 ）を養育する

ため、当該子が三歳に達する日 （常時勤務することを要しない職員にあっては、当該子の養育の

事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で人事院規則で定める日 （当該

子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として人事院規則で定める場合に該当する

ときは、二歳に達する日） ）まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既

に育児休業（当該子の出生の日から勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職

員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇について同条

の規定により人事院規貝ﾘで定める期間を考慮して人事院規則で定める期間内に、職員（当該期間

内に当該休暇又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定

める休暇により勤務しなかった職員を除く。 ）が当該子についてした最初の育児休業を除く。 ）

をしたことがあるときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、 この限りでない。

②．③ （略）

（育児短時間勤務職員についての勤務時間法の特例）

第十七条育児短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲

げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条第一項 とする

とする。ただし、国家公務員の育児休業等に関する法

律（平成三年法律第百九号）第十二条第三項の規定に

より同条第一項に規定する育児短時間勤務（以下「育

児短時間勤務」 とし 、
ｰ

フ 0 ）の承認を受けた職員（以下

｢育児短時間勤務職員」 とし 、
ｰ

フ 0 ）の一週間当たりの

勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容

に従い、各省各庁の長が定める
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第六条第一項ただ

し書、第六条第二

項ただし書、第七

条第二項、第十一

条及び第十七条第

一項第一号

再任用短時間勤務職

員
育児短時間勤務職員

第六条第一項ただ

し書

これらの日

ことができる

必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、 これ

らの日

ものとする

第六条第二項ただ

し書
範囲内で 範囲内で、当該育児短時間勤務の内容に従い、

第六条第三項

次項

できる

以下この条

できる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員であ

る場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当

該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時間を割り振る

ものとする

第六条第四項 次に掲げる職員 次に掲げる職員（育児短時間勤務職員を除く。 ）

第七条第二項

ところにより、四凋

間ごとの期間につき

八日

八日以上）の週休日

を設け、及び

第五条に規定する勤

務時間

必要

ところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日

四週間ごとの期間につき八日以上で当該育児短時間勤

務の内容に従った週休日）を設け、及び

第五条に規定する勤務時間（当該育児短時間勤務職員

にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務

時間）

必要（育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時

間勤務の内容）
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（ 雪桿.類日寺間勤務奔理ヰ 岳取扱い0

第二十一条職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。
（育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務）
第二十二条任命権者は、第十四条において準用する第六条の規定により育児短時間勤務の承認が
失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の人事院規則で定めるやむを
得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、人事院規則の定めるところに
より、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及
び時間帯において常時勤務を要する官職を占めたまま勤務をさせることができる。 この場合にお
いて、第十五条から前条までの規定を準用する。

○一般職の職員の勤務時間、

第五条職員の勤務時間は、
② （略）

休暇等に関する法律（平成6年法律第33号）

休憩時間を除き、一週間当たり三十八時間四十五分とする。

割合で週休日

同条に規定する勤務

時間

割合で週休日 （育児短時間勤務職員にあっては、五十

二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の

割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日）

同条に規定する勤務時間（当該育児短時間勤務職員に

あっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務時

間）

第十三条第一項 職員

、 公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合

として人事院規則で定める場合に限り、育児短時間勤

務職員

第十三条第二項

公務のため臨時又は

緊急の必要がある場

合には

職員

公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合と

して人事院規則で定める場合に限り

育児短時間勤務職員
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「附則第29条について」

(検察官の俸給等に関する法律の－部を改正する法律（平成17年法律第1 1S号）の附

則第3条）

（経過措置）

第三条一部施行日の前日から引き続き検察官である者で、その受ける俸給月額が同日に

おいて受けていた俸給月額（検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律（平

成二十四年法律第五号）の施行の日において次の各号に掲げる検察官である者にあって

は、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端

数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」 という。）

に達しないこととなるものには、平成二十六年三月三十一日までの間において、その受

ける俸給月額が基準額に達するまでの間（検事総長及び東京高等検察庁検事長にあって

は、平成二十二年三月三十一日までの間)、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸
給として支給する。

一検事総長、次長検事、検事長、検察官の俸給等に関する法律別表検事の項一号から

八号までの俸給月額の俸給を受ける検事及び同法附則第三条に定める俸給月額の俸給

又は同表副検事の項一号若しくは二号の俸給月額の俸給を受ける副検事百分の九十
八・九四

二検察官の俸給等に関する法律別表検事の項九号から十九号までの俸給月額の俸給を

受ける検事及び同表副検事の項三号から十四号までの俸給月額の俸給を受ける副検事
百分の九十九・一

2－部施行日以降に新たに検察官となった者について、任用の事情等を考盧して前項の

規定による俸給を支給される検察官との権衡上必要があると認められるときは、当該検

察官には、法務大臣の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。

3 次長検事又は検事長（東京高等検察庁検事長を除く。）で、前二項の規定による俸給を

支給されるものには、検察官の俸給等に関する法律第一条第一項の規定によりその例に

よることとされる特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成十七

年法律第百十四号）附貝ﾘ第五条の規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までの

間、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）の適用を受ける

職員の例により、地域手当を支給する。

1 ．規定の趣旨

検察官俸給法の原始附則第9条を附則第3条とするに当たり、同条項を引用する検察
官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律（平成17年法律第118号。以下「平

成17年一部改正法」 という。 ）附則第3条の規定中「第九条」を「附則第三条」に改
める。

2平成1フ年一部改正法附則第3条の規定を維持する理由
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平成17年一部改正法附則第3条は、検察官俸給法附則第10条（改正検察官俸給法

附則第4条）に引用されているところ、同条は、検察官の平均給与額に関する補償法適

用の特例を定める平成24年一部改脹法附則第2条に引用されており、今後において

も、検察官における補償法第4条第4項に規定する平均給与額（注）を算定する場合に

適用する可能性があるため、実効性を喪失していないことから、検察官俸給法原始附則

第10条と同様に、規定を維持する必要性がある。

(注） 「平均給与額」は、補償法において規定されている補償の額を算定するための基準となるもの

であり、実費を補填する療養補償や介護補償を除き、全ての補償が平均給与額に一定の割合又

は日数をかけて補償額を算定することとされている。平均給与額は、原則として、負傷若しく

は死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日の属する月の前

月の末日から過去3月間にその職員に支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得

た金額とされている （同法第4条第1項）が、同項の規定により平均給与額を計算することが

できない場合及び事故発生日から補償を支給すべき事由が生じた日までの間に職員の給与の改

定が行われた場合、同項等の規定によって計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合
においては、その平均給与額の計算については、人事院規則で定めることとされている （同法

第4条第4項） 。検察官の場合、特例期間（平成24年4月1日から同26年3月31日ま

で）においては、同項及び同項の人事院規則に基づき計算されるその平均給与額は、同項及び
同項の人事院規則の規定にかかわらず、平成24年一部改正法附則第2条により計算すること
とされている。
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「附貝ll第32条について」

(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律（平成24年法律第5号）の附貝ll第

1条から第6条）

附則

（施行期日）

第一条この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日 （公布の日が月の初日であるとき

は、その日）から施行する。ただし、第二条及び次条から附則第四条までの規定は、平

成二十四年四月一日から施行する。

（検察官の平均給与額に関する国家公務員災害補償法の適用の特例）

第二条前条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間

においては、国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）第四条第四項の

規定に基づき計算される検察官の平均給与額は、同項及び同項の人事院規貝ljの規定にか

かわらず、当該人事院規則において検察官に対して現実に支給された給与の額を基礎と

して計算することとされている場合を除き、検察官の俸給等に関する法律附則第四条第

一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の

改定及び臨時特例に関する法律（平成二十四年法律第二号）第九条第二項の規定により

給与の支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎とし

て当該人事院規則の規定の例により計算した額とする。

（端数計算）

第三条前条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合に

おいて、当該額に一円未満の端数を生じたときは、 これを切り捨てるものとする。
（政令への委任）

第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

1 ．規定の趣旨

検察官俸給法の原始附則第10条を附則第4条とするに当たり、同条項を引用する平

成24年一部改正法附則第2条の規定中「第十条第一項」を「附則第四条第一項」に改め
る。

また、平成24年一部改正法附則第3条及び第4条を削り、これに伴い、附則第2条中

「 （次条及び附則第四条において「特例期間」 という。 ） 」を削り、附則第5条を附則第

3条に、同条中「前三条」を「前条」に、附則第6条を附則第4条に、同条中「附則第二

条から前条まで」を「前二条」に、附則第1条ただし書中「附則第六条」を「附則第四条」
にそれぞれ改める。

2．平成24年一部改正法附則第2条について

平成24年一部改正法附則第2条は、検察官の平均給与額（注）に関する補償法の特例

を定めており、検察官が特例期間中に公務上の災害を受けたことにより、同法第4条第

4項の規定に基づき検察官の平均給与額を算定する場合に適用する可能性があり、実効
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性を喪失していないことから、規定を維持する必要性がある。

B.平成24年一部改正法附則第3条及び第4条について

平成24年一部改正法附則第3条及び第4条の規定は、特例期間に支給する給与の額

から一定額を減額する根拠規定であるところ、既に実効性を喪失していることから、い

ずれも削ることが相当である。

(注） 「平均給与額」は、補償法において規定されている補償の額を算定するための基準となるもの

であり、実費を補填する療養補償や介護補償を除き、全ての補償が平均給与額に一定の割合又
は日数をかけて補償額を算定することとされている。平均給与額は、原則として、負傷若しく
は死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日の属する月の前

月の末日から過去3月間にその職員に支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得
た金額とされている（同法第4条第1項）が、同項の規定により平均給与額を計算することが

できない場合及び事故発生日から補償を支給すべき事由が生じた日までの問に職員の給与の改
定が行われた場合、同項等の規定によって計算した平均給与額が公正を欠く認められる場合に
おいては、その平均給与額の計算については、人事院規則で定めることとされている（同法第
4条第4項） 。検察官の場合、特例期間（平成24年4月1日から同26年3月31日まで）
においては、同項及び同項の人事印規則に基づき計算されるその平均給与額は、同項及び同項
の人事院規則の規定にかかわらず、平成24年一部改正法附則第2条により計算することとさ
れている。

（参照条文）

○国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）
（平均給与額）

第四条この法律で「平均給与額」 とは、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断に
よって疾病の発生が確定した日 （第四項において単に「事故発生日」 という。 ）の属する月の前月
の末日から起算して過去三月間（その期間内に採用された職員については、その採用された日まで

の問）にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額をいう。
ただし、その金額は、次の各号のいずれかによって計算した金額を下らないものとする。
一給与の全部が、勤務した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制によって定めら
れた場合においては、その期間中に支払われた給与の総額をその勤務した日数で除して得た金
額の百分の六十

二給与の一部が、勤務した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制によって定めら
れた場合においては、その部分の給与の総額について前号の方法により計算した金額と、その
他の部分の給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額との合算額

②前項の給与は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）の適用を受け
る職員（同法第二十二条第一項及び第二項の職員を除く。 ）にあっては、俸給、俸給の特別調整額、
本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動
手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当（人事院規則で定める
ものを除く。 ） 、特地勤務手当（同法第十四条の規定による手当を含む。 ） 、超過勤務手当、体日
給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当とし（ただし、人事院規則で定めるところに
より、寒冷地手当及び国際平和協力手当を加えることができる。 ） 、その他の職員にあっては、人
事院規則で定める給与とする。

③第一項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する日がある場合においては、その日数
及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。ただし、控除しないで計
算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、 この限りでない。
一負傷し、又は疾病にかかり療養のために勤務することができなかった日

二産前産後の職員が、出産の予定日の六週間（多胎妊娠の場合にあっては、十四週間）前から
出産後八週間以内において勤務しなかった日
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三育児休業の承認を受けて勤務しなかった日、承認を受けて育児短時間勤務をした日及び育児
時間の承認を受けて育児のため一日の勤務時間の一部について勤務しなかった日
四介護休暇の承認を受けて勤務しなかった日及び介護時間の承認を受けて介護のため一日の勤
務時間の一部について勤務しなかった日

五国（職員が行政執行法人に在職していた期間にあっては、当該行政執行法人）の責めに帰す

べき事由によって勤務することができなかった日

六職員団体の業務に専ら従事するための許可を受けて勤務しなかった日

前三項の規定により平均給与額を計算することができない場合及び事故発生日から補償を支給
すべき事由が生じた日 （以下「補償事由発生日」 という。 ）までの間に職員の給与の改定が行われ

た場合その他の前三項の規定によって計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合におけ

る平均給与額の計算については、人事院規則で定める。

④

／



【改正法附則関係】

「附則第35条について」

(特定秘密の保護に関する法律（平成25年法律第10S号）第16条第1項）

（適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限）

第十六条行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対

象者が第十二条第三項（前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。 ）の同意

をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当た

って取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって､当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照

合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。 ）をいう。以下この項において同じ。 ）を自ら利用し、又は提供してはならない。た

だし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法（昭和

二十二年法律第百二十号）第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規

則で定める事由､同法第七十八条各号､第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、

検察庁法（昭和二十二年法律第六十一号）第二十条第一項各号、外務公務員法（昭和二

十七年法律第四十一号）第七条第一項に規定する者、 自衛隊法（昭和二十九年法律第百

六十五号）第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六

条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは

第三項各号若しくは地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第十六条各号、

第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに

準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、 この限

りでない。

2 （略）

1 ．規定の趣旨

検察庁法第20条の改正に伴い、同条を引用する特定秘密の保護に関する法律（平成

25年法律第10S号。以下「特定秘密保護法」 という。 ）第16条第1項について、

所要の規定の整理を行うものである。

2．検察庁法第20条の改正

次長検事及び検事長については、一般職の国家公務員において導入される管理監督

職勤務上限年齢制の趣旨を踏まえた仕組みを実現するため、改正検察庁法第22条

第2項において、現行の定年である63歳に達したときは、 63歳に達した日の翌

日に、検事に任命されるものとするところ、同法第20条第2項を新設し、 63歳に

達した者については、次長検事又は検事長に任命することができないこととするも

のである。



【改正法附則関係】

(参考）検察庁法（昭和22年法律第61号） (抄） ※下線部は改正部分

B.特定秘密保護法第16条第1項の改正について

（1） 規定の趣旨

特定秘密保護法第16条第1項では､行政機関の長及び警察本部長が、特定秘密の保

護以外の目的のために、同法又は政令で定める場合を除き、適性評価に関する個人情報

を、 自ら利用し、又は第三者に提供してはならない旨を定めている。

ただし、適性評価において調査する事項には、国家公務員法等に規定する欠格条項、

分限処分又は懲戒処分（以下「懲戒処分等」 という。 ）の対象となる事由等と関係を

有する事項があることから、その調査により懲戒処分等に該当する事由等が明らかに

なることも想定される。仮に、 このような情報を、懲戒処分等のために利用・提供す

ることも禁止することとした場合、行政機関の長及び警察本部長において、懲戒処分

等に該当する事由等の存在を認識しながら、何らの措置を講ずることができず、結果

として職務を遂行することについての適格性を欠く者をその職位にとどまらせるとい

う不合理な事態が生じることとなる。

このため、同項ただし書では、懲戒処分等の事由が法文上掲げられている条項を列

挙し、適性評価に関する個人情報の目的外利用・提供の例外となる場合を規定してい

る。

(2) 改正の内容

検察庁法第20条第2項の新設に伴い、同条を引用する特定秘密保護法第16条第

1項について、 「検察庁法（昭和22年法律第61号）第20条各号」を「検察庁法

第20条第1項各号」に改めることとするものである。

改正後 改正前

第二十条他の法律の定めるところにより一般の官吏に

任命されることができない者のほか、次の各号のいずれ

空に該当する者は、検察官に任命することができない。
一

一

一

禁銅以上の刑に処せられた者

弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

②前項の規定により検察官に任命することができない
一

者のほか、年齢が六十三年に達した者は、次長検事又

は検事長に任命することができない、

第二十条他の法律の定めるところにより一般の官吏に

任命されることができない者の外、左の各号の－に該当

する者は、三れを検察官に任命することができない。
一

一
一

(新設）

禁鋼以上の刑に処せられた者

弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者


